
【特許請求の範囲】
【請求項１】少なくとも、地図が記載されている地図手
段と地図表示装置とを備える携帯地図表示装置組体にお
いて、前記地図手段は記載されている複数の特定の地点
例えば交差点及び前記交差点の隅部の区別を一定の順序
でなしてコード番号で表わしたものであり、前記地図表
示装置は、前記地図上の複数の特定の地点の情況とそれ
らの地点を結ぶ経過路の情況とをコード化して更新可能
に記憶した記憶装置と、目の不自由な人または日本語未
習熟者も操作可能であって始点と終点を入力する入力装
置と、前記始点と終点とに関する入力信号に基づいて前
記地点のいくつかを前記始点、前記終点若しくは通過地
点として含む経過路と経過順序を記憶されている情況の
うちの１つまたは複数に関する値を基準として探索決定
する経過路探索装置と、目の不自由な人または日本語未

習熟者も認識可能な出力手段を備えていて前記記憶装置
に記憶されている前記経過路における前記地点の情況及
び前記経過路の情況を前記経過路探索装置が決定した経
過順序にしたがって出力する出力装置と、前記各装置を
駆動するための電源装置と、前記各装置を位置決めする
携帯可能なケースとを備えることを特徴とする携帯地図
表示装置組体。
【発明の詳細な説明】
［産業上の利用分野］
この発明は盲人や外国人などを任意の出発地点から希望
する到達地点へ誘導するために使用する携帯地図表示装
置組体に関するものである。
［従来の技術］
地理不案内の場所において、任意の出発点から希望する
目的地まで達しようとする場合には、一般に地図を用い
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るのであるが、土地の情況が細部に渡って詳細に表示さ
れている地図を入手するのは困難であるし、土地の現状
が地図に表示されている土地の情況と異なってしまって
いる場合もあるし、また、歩行者が自分自身で出発点か
ら目的地までの正しい経路を通っているかどうかを確認
するために、一応の目標となる建物や町の情況や歩行距
離を知りたいと思う場合でも、そのような詳細な情報が
地図の上に表示されていることはほとんどない。
［発明が解決しようとする課題］
したがって、正しい経路を探すために前述の地図を使用
するにもかかわらず、実際にはその地図によって迷わず
最適の経路を通って、出発地から目的地に達することは
必ずしも容易でなく、まして盲人や地理不案内の外国人
にとってはその困難は一層である。
この発明は上記の如き事情に鑑みてなされたものであっ
て、歩行者にとって携帯可能で、歩行者に現在位置を確
認させつつ、出発地から到達地までの正しい経路を通っ
て誘導することができる携帯地図表示装置組体を提供す
ることを目的とするものである。
［課題を解決するための手段］
この目的に対応して、この発明の携帯地図表示装置組体
は、少なくとも、地図が記載されている地図手段と地図
表示装置とを備える携帯地図表示装置組体において、前
記地図手段は記載されている複数の特定の地点例えば交
差点及び前記交差点の隅部の区別を一定の順序でなして
コード番号で表わしたものであり、前記地図表示装置
は、前記地図上の複数の特定の地点の情況とそれらの地
点を結ぶ経過路の情況とをコード化して更新可能に記憶
した記憶装置と、目の不自由な人または日本語未習熟者
も操作可能であって始点と終点を入力する入力装置と、
前記始点と終点とに関する入力信号に基づいて前記地点
のいくつかを前記始点、前記終点若しくは通過地点とし
て含む経過路と経過順序を記憶されている情況のうちの
１つまたは複数に関する値を基準として探索決定する経
過路探索装置と、目の不自由な人または日本語未習熟者
も認識可能な出力手段を備えていて前記記憶装置に記憶
されている前記経過路における前記地点の情況及び前記
経過路の情況を前記経過路探索装置が決定した経過順序
にしたがって出力する出力装置と、前記各装置を駆動す
るための電源装置と、前記各装置を位置決めする携帯可
能なケースとを備えることを特徴としている。
［作用］
使用者は携帯地図表示装置に出発地（始点）位置と目的
地（終点）位置を入力すると、装置が最適経路を決定
し、その経路上の複数点の情況を記憶装置から呼び出し
て経過順に出力するので、使用者はその出力情報に誘導
されて、出発地から目的地に達する。
［実施例］
以下、この発明の詳細を、一実施例を示す図面について
説明する。

第１図及び第２図において、１は地図表示装置であっ
て、第３図に示す地図手段１００と組合わせて地図表示
装置組体（図示せず）を構成する。地図表示装置１はケ
ース２を備えている。ケース２にはキーボード等の入力
装置３、出力装置４を備える。入力装置３としては点字
入力装置等の目の不自由な人も操作可能なものやまたは
英数字入力装置のような日本語未習熟者も操作可能なも
のを用いる。出力装置としては目の不自由な人または外
国人のような日本語未習熟者も認識可能な出力手段を備
えるものであって、例えばＬＥＤディスプレー等の視覚
出力装置５、スピーカー等の音声出力装置６及び点字表
示装置等の触覚刺激出力装置７を備えている。また、ケ
ース２にはカセット、バブルメモリー等の記憶装置８を
収納する凹部が形成されている。さらに、ケース２内に
は命令解読装置９、経路探索装置１１及び電池等の電源
装置（図示せず）が収納されている。
記憶装置８としてはカセット、バブルメモリー等の記憶
素子を使用することができる。さらに必要に応じて大容
量記憶装置８′も使用することができる。この記憶装置
８または大容量記憶装置８′には地図手段１００に表示
されている情報とその地図手段１００に対応する地域の
土地の現状についての情報とを記憶させる。すなわち、
一定地域の地図手段１００が第４図に示すように存在す
るとして、地図手段１００に表示されている情報とし
て、その地図手段１００上の複数の地点位置例えば道路
の交差点の情況を記憶装置８内に更新可能に記憶させて
おく。その記憶すべき情報としてはＬ字路、Ｔ字路、十
字路、三又路などの交差点の位置や種類、それぞれの交
差点をコード化した場合のコード番号（１０１，１０
２，１０３，…）、進行方向を考慮して各コーナーをコ
ード化したコード番号（１～４，－１～－４）などを記
憶させておく。また、地図手段１００に対応する地域の
土地の現状についての情報として、その交差点の近傍に
ある建物名、その建物の所有者名、その他の目標物とな
る建造物や景色、その交差点から右折、左折もしくは直
進した場合の次の交差点のコード番号、その次の交差点
に到たるまでの距離ｄ、その場合の曲る角度、次の交差
点までの途中にある目標物となる建物（Ａ，Ｂ，Ｃ
…）、途中の道の状態、途中の左右の地名もしくは住
所、次の交差点までの方位などを記憶させておく。な
お、以上のような地図手段１００は、例えば第３図に示
すような、特にそれぞれの交差点をコード番号で表した
地図手段１００は地図表示装置１とセットにして使用す
る。この場合に、その地図手段１００の表示は盲人用と
してはレリーフ状の道の形と点字をを用いて作成するこ
と及び外国人用としては外国語などの歩行者が読み取る
ことができる文字または符号で記述がなされていること
が望ましい。ここで用いる記憶装置８、入力装置３、出
力装置４、経路探索装置１１は例えばマイクロコンピュ
ータの記憶装置、入力装置、出力装置、中央処理装置
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（ＣＰＵ）にプログラムを適用して使用することができ
る。
このように構成された地図手段１００及び地図表示装置
１によって構成されている地図表示装置組体を用いて、
出発地から目的地までの経過路の誘導を行わせる場合は
次のように行う。すなわち、例えば第４図に示す地図上
の交差点１０１のコーナー（４）から交差点１０３のコ
ーナー（３）へ行こうとする場合には、歩行者が自分の
現在地が交差点１０１のコーナー（４）であることが予
め分っているものとして、第５図に流れ図を示すよう
に、歩行者は第３図に示す地図によって自分の現在地と
目的地の交差点やそのコーナーをコード番号の形で入力
装置３により、例えば「ＦＲＯＭ  １０１，＋４」「Ｔ
Ｏ  １０３，＋３」というように、入力する。出発地と
目的地の命令が入力されると、この命令を命令解読装置
９が解読し、記憶装置８にそれぞれの交差点間の距離が
予め記憶してある場合には、経路探索装置１１が交差点
１０１から交差点１０２を経由して交差点１０３に至る
経路と、交差点１０１から交差点１０４を経由して交差
点１０３に至る経路のうち距離が短い方の最も望ましい
経路、例えば交差点１０１から交差点１０２を経由して
交差点１０３に達する経路を決定する。そして、その経
路の通過点の順序にしたがって記憶装置８内に記憶され
た土地の現状についての情報を出力装置４を通して歩行
者に伝える。すなわち、出発地から次の交差点１０２ま
での距離ｄ、方位、角度及び途中の道の情況、建物Ａ，
Ｂ，Ｃの存在などが文字や音声や触覚刺激によって出力
装置４から歩行者に伝達され、歩行者はそれらの出力さ
れた情況が土地の情況と一致していることを確認しなが
ら歩行する。そして所定の時間の経過後に出力装置が次
の交差点１０２のコーナー（３）に着いたかどうか質問
する。これに対し、歩行者は自分がそれまで確認してき
た周囲の情況と出力装置から与えられた周囲の情況に関
する情報とが一致しているか否かによって次の交差点１
０２のコーナー（３）に着いたかどうかを確認し、着い
ていないと判断すればＮｏの信号をキーボード３から入
力し、到着していると考える場合にはＹｅｓの信号を入
力する。Ｎｏの信号が入力されたときは先の途中の道な
どの情報出力が繰り返されるから、最も単純な方法とし

ては歩行者は出発地交差点１０１のコーナー（４）に戻
って初めから出力装置からの出力を案内として移動をや
りなおす。Ｙｅｓ信号が入力されたときは、その交差点
の目印１２、目標、番地などが出力され、この出力され
た情報と歩行者が自分で確認した情況とが一致している
かどうかによってそれが正しい交差点であるか否かを確
認することができるから確認をキーボードから入力す
る。正しい交差点でない場合には、例えば歩行者の到達
地が交差点１０４のコーナー（１）であった場合に、歩
行者が到達地が交差点１０４のコーナー（１）であるこ
とが携帯した地図手段１００を参照して分った場合には
その歩行者の現在位置を出発点として入力をやり直す
と、先に指定した目的地との関係において、先の経路探
索及び記憶情報の出力が繰り返されることになる。ま
た、前記の到達地が正しい交差点１０２のコーナー
（３）であることを確認して確認を入力すると、次に交
差点１０２のコーナー（３）から目的の交差点１０３の
コーナー（３）までの道路の情況が出力されるから、そ
の出力を案内として目的の交差点１０３のコーナー
（３）に達することができる。その交差点が正しい交差
点１０３のコーナー（３）であった場合、その正しい交
差点が目的地であるときには確認を入力することによっ
てそこで経路の誘導は終了するが、そこが目的地でない
ときには次の目標となる交差点までの情報が前述の通り
繰り返されることになる。
［発明の効果］
このようにして、この発明の携帯地図表示装置組体によ
れば、盲人や、あるいは地理不案内の外国人でも出発地
から目的地まで最適の経路を容易に誘導することができ
る。
【図面の簡単な説明】
第１図はこの発明の一実施例に係る地図表示装置の正面
説明図、第２図は第１図に示す地図表示装置の構成機器
のブロック図、第３図は地図を示す正面図、第４図は記
憶される情報を明示したコード化された地図、及び第５
図はこの発明の地図表示装置の操作の流れ図である。
１……地図表示装置、２……ケース、３……入力装置、
４……出力装置、８……記憶装置、８′……大容量記憶
装置、９……命令解読装置、１１……経路探索装置
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【第１図】

【第２図】

【第３図】
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【第４図】 【第５図】
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